
広島市告示第４８０号 

令和７年１０月２８日 

 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条の１７第１項の規定に

より廃棄物が地下にある土地の区域を指定区域として指定します。 

 なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条の１８第１項に規定する指定区域台帳は、広島

市環境局業務部産業廃棄物指導課で閲覧することができます。 

 

 

広島市長 松 井  一 實   

 

 

１ 指定区域 

 

広島市安佐北区白木町大字志路字龍造寺の２３０３番４７、２３０３番４８、  

２３０３番９７、２３０３番１０２、２３０３番１０３、２３０３番１０４及び  

２３０３番１０５  

 

２ 埋立地の区分 

 

  廃止確認を受けて廃止された産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地 

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号）第１３条の２第１

号） 


